
医療保険課からのお知らせ

【問】医療保険課 （本庁１階）☎２４−２１０３

※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付します。
※マイナ保険証のご利用状況は、新たな資格確認書を作成する時点の情報となります。

後期高齢者医療の資格確認書などを送付します

届いたら中身を
確認してね

国民健康保険の
資格確認書などを送付します

７月中旬
発送開始

７月中旬
発送開始

これまでどおり手続きなしで新たな資格
確認書を送付します。

85 歳以上の人
マイナ保険証を持っていない人対象

後期高齢者医療の資格確認書

お手元の資格確認書の有効期限は令和 8年 7月 31日（金）です。

暮らしに寄り添う　   確かな支え

①過去 1 年間で６回以上
　マイナ保険証を利用し
　ている
②概ね直近 3 か月以内に
　マイナ保険証を利用し
　ている

上記の条件をともに満た
す人は『資格情報のお知ら
せ』のみ送付しますので、
マイナ保険証での受診を
お願いします。

後期高齢者医療の資格情報のお知らせ

上記の条件に該当しない人は『資格確認書』を送付します。

国民健康保険の資格確認書
マイナ保険証の利用登録を
していない人対象

84歳以下で下記の条件を満たす人対象

後期高齢者医療資格情報のお知らせ

70 歳未満の被保険者は有
効期限を記載していませ
んので令和８年８月１日

（土）の更新はありません。

国民健康保険の資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用
登録をしている人対象 資格情報のお知らせ

資格確認
書

【問】医療保険課 （本庁１階）　☎２４−２１０３

【有効期限】令和 9年７月 31日（土）
※次の人は有効期限が異なります
・誕生日で 70 歳になる人……誕生月の月末
  （１日生まれの人は前月末）
・誕生日で 75 歳になる人……誕生日前日
・外国人……在留期間の満了の日

各種届出などには、窓口に来る人の身分証明書（マイナンバーカードなど）が必要です。届出の内容によって持参
品が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。

下記の場合は手続きが必要です

持参品：在学、入所証明書など
記載内容変更手続きが必要です。

●就学や施設入所のため住民票が筑西市にないとき

国保資格喪失手続きが必要です。
●社会保険などに加入したとき

持参品：加入した社会保険の資格取得日が分かるもの
　　　　（資格確認書または資格情報のお知らせ）
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種　別 対　象 対象期間 助成内容 更新

妊 産 婦

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦

【マル福制度】
産科・婦人科医などで受診するときのみ
有効

【はぐくみ医療支給制度】
①� 所得制限によりマル福制度の対象とな  
    らない人
② 産科・婦人科以外の医療機関での受診分

母子健康手帳
交付月の初日〜
出産月の翌月末

保険診療分の医療費で、自
己負担金を超える医療費の
一部を助成します。

重度心身障がい者などの
　自己負担金は無し

【自己負担金について】
• 外来自己負担金 ……
　１医療機関につき600円/日
　（600円未満はその額）
　月２回まで

• 入院自己負担金 ……
　１医療機関につき300円/日
　月 3,000 円限度

• 調剤薬局 ……　無し

【助成方法】
• 県 内 の医療機関 ……
　医療機関で受給者証を提示

• 県 外 の医療機関 …… 
　医療機関で支払いを済ませ、
　翌月以降に領収書を持参のうえ
　市役所での申請が必要です。

不要

小　 児

0 歳～高校 3年生学年末までの子　

【マル福制度】
中学・高校生は入院診療のみ有効

【はぐくみ医療支給制度】
①� 所得制限によりマル福制度の対象とな
    らない子　
② 中学・高校生は外来診療分

出生日～
18歳になった年
の 3月 31日

誕生月
の下旬

ひとり親
【マル福制度】
ひとり親家庭の親と18歳未満の子※注1
（受給には条件あり）

申請日〜子が
18歳になった年
の３月31日※注2

６月
下旬

重度心身
障がい者

など

【マル福制度】
① 身体障害者手帳 1・2級
　（内部障がいは 3級まで）
② 療育手帳のⒶ ・ Ａ判定　又は
　 Ｂ判定かつ身体障害者手帳 3級該当者
③ 障害年金 1級
④ 特別児童扶養手当１級 
⑤ 精神障害者保健福祉手帳 1級   
⑥ 精神障害者保健福祉手帳 2級かつ
　 身体障害者手帳 3 級又は 4級
⑦ 精神障害者保健福祉手帳 2級かつ
　 知能指数 50以下
⑧ 身体障害者手帳 4級かつ
　 知能指数 50以下                                                 
※ �65 歳以上 75 歳未満の人は上記条件
のいずれかに該当し、かつ後期高齢者
医療制度に加入した人　　　            

手帳交付月の
初日〜

６月
下旬

医療福祉費支給制度（マル福制度）
はぐくみ医療費支給制度

医療保険課からのお知らせ

※注１�配偶者が重度心身障がい者などに該当し、一定期間を経
過すると、その家族（18歳未満の子がいる場合）は婚姻
中でもひとり親に準じるものとして認定されます。

※注２�子が重度心身障がい者などに該当していたり、定時制高
校などに在学中であったりする場合、申請により 20歳ま
で期間が延長される場合があります。　　　

【申】【問】医療保険課 （本庁１階）☎２４−２１０３

（　　　  ）

要申請

妊産婦、小児、ひとり親家庭、重度心身障が
い者のみなさんが対象です。所得制限があり
ますので、詳しくはWebをご覧ください。

● 医療福祉費支給制度（マル福制度）

マル福制度の対象年齢や所得制限により助成を受けられな
い妊産婦やお子さん、マル福妊産婦対象疾病以外の医療費
を助成します。

● はぐくみ医療費支給制度　【市独自制度】

※�申請が遅れたときには
申請月の初日より該当
となります。
※�交通事故などの第三者
行為や学校でのけがに
ついては、基本的に対
象外です。

暮らしに寄り添う　   確かな支え
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